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食費･部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額)

【所得条件】

食費・部屋代の負担軽減 対象者判定の流れ

一定額とは…
　配偶者あり 合計2,000万円
　配偶者なし 　　1,000万円

介護保険負担限度額の申請

住民税非課税世帯

配偶者の課税の有無

【資産条件】
一定額を超える預貯金の有無

住民税課税

住民税非課税

食費・部屋代の
負担軽減の対象

対象外
世帯が異なっていて
も配偶者が住民税を
課税されている場合
は対象外

利用者負担の判定の流れ

65
歳
以
上
で
本
人
が
市
民
税
課
税

本
人
の
合
計
所
得
金
額

３割負担
年金収入+その他の合計所得金額が
・単身で340万円以上
・65歳以上の人が２人以上いる世帯で463万円以上

年金収入+その他の合計所得金額が
・単身で280万円以上
・65歳以上の人が２人以上いる世帯で346万円以上

220万円以上

160万円以上
220万円未満

160万円未満

はい

はい

２割負担
はい

１割負担

１割負担

いいえ

いいえ

いいえ

介護保険負担割合証

利用者負担
の割合

●割

介護保険負担割合証の発送
　要介護認定を受けている全ての人に介護保険負担
割合証(水色)を送付していますが、有効期限が近づ
いてきたため、新しい介護保険負担割合証を７月中
旬に送付します。介護保険サービスを利用した場
合、65歳以上の人で一定以上の所得がある人は２
割負担、特に所得の高い人は３割負担になります。
　介護保険負担割合証には、サービスを利用する時
の利用者負担割合(１～３割)が記載されていますの

で、介護保険被保険者証(ピンク色)と一緒に、ケア
マネジャーおよびサービ
ス事業所へご提示くださ
い。
有効期間　８月１日(土)
～来年７月31日(土)

　介護保険４施設(介護老人福祉施設、介護老人保
健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)や
ショートステイを利用する人の食費･部屋代は、本
人の自己負担になりますが、低所得の人(住民税非
課税世帯)は、申請により食費･部屋代の負担が軽減
されます。ただし一定額以上の預貯金などの資産を
持っている人は対象になりません。　
申請に必要なもの　
　負担限度額認定申請書、同意書、預貯金通帳の写
しや有価証券の評価概算額が分かるものの写し(直
近２カ月分、配偶者分も含む)、印鑑

※個人番号の記載がある場合には、被保険者本人ま
　たは代理人の身元確認のために各種証明書の提示
　または添付が必要です。
申請前に確認を
●複数の預貯金がないか
●通帳の記帳をしてからコピー
●総合口座の場合は定期預金の有無や履歴の有無
●履歴があれば残高が０円でも写しが必要
※通帳の紛失による再発行や通帳の記帳をしてから
　でないと受け付けできない場合があります。

超える

超えない


